
障がい者の社会参加を広げる 

「おおぞら」は、グループホームの運営・就労支援の活動を軸に、主に知的障がい・発達障がいのある方々

の地域生活を支援する活動を行っています。 

“障がいのある方が、地域の人々とともにふつうに暮らすこと”、それが私たちの願いです。 
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賛助会員・ご寄附にご協力をお願いします 

活動にご賛同いただける方のご入会・ご継続お願いいたします。 

Ushiku Ibaraki 

Vol.134 

 アフターコロナ・・・ 

 日本には四季があるといいますが、年々心地よい季節が短くなっていると感じるのは、私の許容範囲が狭く

なってきたからでしょうか。春が駆け抜けていこうとしている今日この頃、皆さんいかがお過ごしですか。 

 新型コロナ感染症も新しいフェーズに入りますね。３月１３日からはマスク 着用が個人判断となり５月

８日には５類へ移行され季節性インフルエンザと同じ位置づけとなります。ワクチン接種のおかげなのかウイ

ルスが弱毒化しているからかその両方なのか、そこははっきりしませんが、当初に比べると危険度が減ってき

たなと実感しています。治療薬も承認され処方もされてきています。そろそろコロナ前の生活に戻せるのかも

しれませんね。 

 さて、新年度を迎えました。おおぞらでは令和5年度賛助会員を募集しております。今号

の4ページに詳細がありますのでご覧いただき、ぜひご入会ください。ご新規様大歓迎で

す。ご入会されていた方はひき続きのご支援よろしくお願いします。 

おおぞら事務局 

２０２３年４月２６日発行 
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この話題 最後になれば いいと思う  

by ウメジロ
・ ・ ・

ー Photo by T.Hosoda 

４月２日に、イオンモールつくば様にて、毎月１１日に行われている黄色

いレシートキャンペーンの贈呈式が行われ、おおぞらからは細田・金城が

参加しギフトカードを頂戴いたしました。キャンペーンにご協力いただき

ました皆様に感謝申し上げます。ありがとうございました。 
※黄色いレシートキャンペーンは、イオンモールで毎月１１日に行われているキャンペーン。１１日にお

買い物をした際の黄色いレシートを応募箱に投入いただくだけで寄付ができるキャンペーンです。 



コラム：支援するということ～不妊処置報道にあたり～ 

 北海道江差町の社会福祉法人あすなろ福祉会が、20年以上前から、知的障害のある入

居者が施設内で結婚や同居を望んだ際に不妊治療を提案し、これまでに８組１６人が応

じていたと最初にNHKで報道されたこの問題について皆さんと考えてみたいと思います。 

 なお、この件に関して事実として述べることはテレビ報道・新聞報道された情報をも

とにしています。情報は信頼のおけるものから得ようと心がけてはいますが、報道にも

間違いがあること、誘動的な表現があることをご承知の上お考えいただければと思いま

す。 

 まず、子を産み育てる権利は全ての人にあり、その逆もまたしかりだと考えます。つまり、利用者さんに対して必

要十分な判断材料を提示し、またその判断材料を理解をするための適切な支援が行われたうえで、利用者さんが自ら

不妊処置を選択したのであるならば、部外者がとやかく言うことではないと私は考えています。今回の件に関しては

実際に万全の支援が行われていたのかが、大事な論点であり、支援にあたる人はよく考えなくてはならない事だと思

います。 

・強制したことはない。本人と保護者が話し合って決めた。（記者会見より） 

 事業所側が利用者さんたちとお話をするとき、自分個人や法人の考えを一切乗せずに、フラッ

トに全ての可能性を提示するということは、私も含め大方の人はできないと考えます。 

 さらに保護者の方々で、もろ手を挙げて子供を作りなさいと言える方は、それほど多くはない

のではないかと思います。子育ての部分で大なり小なり苦労をされてきていますので、消極的に

ならざるを得ないのは理解できることです。さらに「子供がお世話になっている」このように考

える親御さんまだまだいらっしゃいますが、こう考える親御さんが、事業所に反対する意見を持てるのでしょうか。

総合的に、ご本人達にとってフェアな状況ではなかったように感じるのですがどうでしょう。 

 そこで考えなくてはならない事は、第３者の視点をいれていたかという事です。 

 利用者さんは障害福祉サービスを利用するにあたり、特定相談支援事業所（計画相談支援事業所）の相談支援員さ

んがサービス等利用計画を作成し、サービスを利用することになるわけですが、この相談支援員さんは、サービスを

提供する事業所が利用者さんに適切なサービスを提供しているかを確認する役目も持っています。

ですので、利用者さんに寄り添う相談支援員さんならば、また違った提案ができたのではないかと

思うのです。しかし、利用しているサービスの事業所と相談支援事業所が同一法人だった場合なか

なかこのシステムを機能させるのは難しいかもしれません。昔から三人寄れば文殊の知恵といいま

す。利用者さんの支援にかかわる人（事業所）は多ければ多いほど良いと考えます。 

・優生思想の亡霊 

 この件についての東京新聞記事の中に、このような言葉がありました。 

 今回の件のネットニュースのコメントには事業所側を肯定する意見が反対する人よりも多かった

とも記事にはありました。基本ネット上は声の大きい(主張の強い）人達の意見が目立ちますので

世間全体の意見ではありませんが、私としては決して気持ちのいいものではありません。優生的な

考え方は、どんな理屈を並べようと差別以外の何物でもない事の理解を広げる活動は続けないとと

感じる次第ですが、関心のない人に伝えるのは難しいですよね。この部分は教育にかかってくると

私は考えます。 

  

 生まれてくる子供の養育に責任が持てないという法人の考えも理解はできます。しかし、私たちとは比べ物になら

ない事業規模の社会福祉法人として、利用者さん同士の結婚という話が出たときに、知的障害のある人の結婚・出産

をあまり想定していない国の制度設計に一石を投じるようなチャレンジが出来なかったものかと残念に思うのです。 

 自立とは、自分の生き方を自分で選択できることであり、なにもかも自分でできるようになる事ではありません。

もちろんその選択が法に触れたり反社会的な行為だったり、できるのにやらないという選択では、止めるように説得

したり素直に支援できなかったりするのですが、そうではない限り私たち支援者はそれを手助けするのが仕事です。

例え失敗や挫折、苦労が目に見えていたとしてもです。チャレンジする機会を奪ってはいけないと思うのです。 

 ちなみにの法人、江差町人口8,000人のうち法人関係者800人（ホームページご挨拶に記載）なのだそうです。この

地域における最大の障害福祉事業所です。それと、行政の担当課職員は寝耳に水とのことでした。昨年、虐待の案件

で調査に入っていた（東京新聞記事）とのことなので、本当に知らなかったのか、忖度があったのではないかと勘繰

りたくなるのは私だけでしょうか。（小澤） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221219/k10013927451000.html
https://www.tokyo-np.co.jp/article/220952


活動報告 

 

 きりの木の最近の作業は、除草作業がひと段落し、竹林整備の作業を頑張っていました。直

近の現場はつくば市で移動時間が片道3.40分かかってしまう場所なので、お昼にきりの木へは

戻らず、みんなで近くのスーパーでお昼を購入し休憩をとり、1日の作業時間をなるべく長くと

れるようにしています。普段と違う環境の中で利用者さんも楽しんでいるようです。 

 また竹つながりにはなりますが、【TAKEBI】の前年度の出荷量がなんと、前々年度の

1.5倍の15000枚を出荷することができました。 

 利用者さん1年間本当に頑張りました。今年度も利用者さんたちにコツコツ作業して

いただいて、たくさん出荷していきたいです。 

 竹火は主に関東近郊のキャンプ場で利用するキャンパー向けに販売

されています。今年はお取り扱いいただいているキャンプ場をみんなで訪ねられたらなと

考えています。利用者さん達は自分達で作った竹火が実際に販売されているところを見た

時、どんなことを感じるのでしょう。ぜひ実現したいと思います。 

 竹火製造にはなくてはならないろうそく。毎日募集しています、不要なろうそくがありましたら、

多少にかかわらず是非お声がけ下さい。  

 畑では、ジャガイモの植え付けも終わり、順調に発芽し、遅霜にあたることなくすくす

くと育っています。玉ねぎとニンニクも順調に育ちもうすぐ収穫の時期を迎えます。サツ

マイモの植え付けも終わりました。落花生の種まきも行います。サツマイモは冬期の稼ぎ

頭おさつチップスの原料になるので、失敗すると悲しさ100倍です。  

 話は変わりますが、きりの木では12月に職員の新

型コロナ陽性を確認してから、2月前半まで、新型コロナの影響を受けてしまい

ました。皆様には色々とご迷惑、ご心配をおかけしました。3/13日からマスクは個人の判断でとなりました

が、きりの木では外部委託作業がありますので、マスク着用継続していきます。ご協力お願いします。今年

度もみんなで頑張っていきます。応援よろしくお願いします。  

きりの木イベントのワンシーン 

カラオケ屋さんにて食事を頬張ってます。 

 きりの木では、利用者さんを募集しています。お菓子を作った

り、野菜を作ったり、製品を包装するなど室内外でできる作業があ

ります。現在利用している皆さんも、最初からできていたわけでは

ありません、それぞれ時間をかけて練習し、その中から得意な部分

を合わせて作業をしています。ぜひ一度見学してみませんか。 

製品の購入・仕事の依頼・見学など各種お問い合わせは 

電話：029-875-8841 メール：kirinoki@npoohzora.org 

サツマイモの苗を植えてます。 

ジャガイモ花が咲きました 

 ひまわり（女性棟）では、引き続き入居者を募集しています。体験利用や短期入所は、居室が空いている間

のみご利用いただけます。今は入居までは考えていないけど将来は・・・とお考えの方お早めにお問い合わせ

ください。一度入居したらずっと居ないといけないわけではありません、とりあえず半年、1年のように期限

付きのご利用もできます。一度親元を離れることは、親にとっても子にとっても、お互いを見つめる良い機会

になると思います。ぜひこの機会にご利用ください。 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IR2DSNUmTEy-HTto3AFtIf4fS3iDkNdDtKmjMXlYmxVUMFJJS08wWUtQR1UyWFRGQ1o3WjZBSE0yQSQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IR2DSNUmTEy-HTto3AFtIf4fS3iDkNdDtKmjMXlYmxVUMFJJS08wWUtQR1UyWFRGQ1o3WjZBSE0yQSQlQCN0PWcu


特定非営利活動法人おおぞら理事長 小澤 純也 編集 おおぞら事務局 
住所：〒300-1237 茨城県牛久市田宮3丁目1-18 電話:029-873-8883 ファクシミリ:029-886-5161 

ホームページ: https://npoohzora.org   E-mail: mail@npoohzora.org 

おおぞらは認定 NPO法人です！税制優遇が受けられます 

税制上の優遇処置について  

 「おおぞら」にご寄付いただいた場合、寄付金控除

等の優遇処置を受けることができます（寄付金の受

領書が必要です）。賛助会員費および寄付としてご

入金いただいたものが優遇税制の対象となります。 

今後の寄付金の用途 

◆重度障害者対応グループホームの新設を企画中で

す（バリアフリー、平屋構造、スプリンクラー設

備・・・） 

◆就労支援事業拠点移設を企画中（野菜加工場、菓

子類製造場を併設） 

①オンライン上で寄付ができるようになりました 

クレジットカードでの決済と銀行口座へのご

入金案内が利用できます。寄付の際に必要な

情報が入力できますので、事務処理の軽減に

つながります。オンラインでのご寄付にご協

力ください。下の URL か右の QR コードを読み

込んで、専用寄付サイトからお願いします。 
 https://congrant.com/project/ohzora/2595 

②ゆうちょ銀行の払込取扱票でのご寄付 

おおぞらで用意しております、ゆうちょ銀行の払込取扱票を

ご利用いただくと、記入箇所が少なく便利です（払込手数料

はおおぞら負担です）。事務局へご連絡いただければお送り

いたします。（郵貯 ATM での小銭取り扱いおよび現金での振

り込みに手数料がかかるようになりました。カード・通帳で

お振込みください） 

 

新年度になりました。当法人の活動にご賛同いただける

方のご入会をお待ちしております。 

 
期間：2023年4月～2024年3月 

 

※会員の種別 

 

正会員（個人・団体） 

NPO法人では社員とみなされ総会での議決権を持ちま

す。会費は税制優遇の対象とはなりません。 

・法人の活動にご賛同いただける方 

・総会にご参加いただき表決いただける方 

※正会員でのご入会をご希望の方は、入会申込書の

ご記入が必要となります。事務局へお問い合わせく

ださい。 

 

賛助会員（個人・団体） 

資金面で法人の活動にご参加ください。 

会費はご寄付とみなされ、税制優遇の対象となりま

す。 

・法人の活動にご賛同いただける方ならどなたでも 

 

※会費 

◎個人正会員：3,000円 

◎個人賛助会員：3,000円 

◎団体正会員 ：10,000円  

◎団体賛助会員：10,000円 

 

※会費の納入方法 

① オンラインでのご入金 

（継続的にご支援いただける会員様用） 

 ※クレジットカードのみとなります。 

 ※パソコン、スマートフォン、タブレットなどインターネッ

ト環境があればご利用いただけます。 

 この方法をご利用いただくと、最初にご入金い

ただいた日に、ご登録いただいたクレジットカー

ドから毎年自動でご入金いただけます。 

URL：https://congrant.com/project/ohzora/6035 

 

② 今号同封した払込取扱票でのご入金 

 ゆうちょ銀行ATMからの現金での振り込み、ゆう

ちょ銀行窓口での振り込みには手数料が別途かか

ります。ATMをご利用いただき、キャッシュカー

ド・通帳からお振込みいただくと、余計な手数料

がかからずご入金いただけます。 

 

今年夏頃に、会員のみ参加できるオン

ラインコミュニティを開設する予定

です。情報提供・情報交換・相談など

ができる場にしたいと考えておりま

す。開設の際にはご案内させていただ

きますので、ぜひご入会ください。 

2023年度会員募集！ 

※ ブラウザアプリSafariだと読み込みが

遅い場合があります。その際は、他のブラ

ウザアプリ（Chrome,Edgeなど）をご利用

ください。 

https://npoohzora.org/
https://congrant.com/project/ohzora/2595
https://congrant.com/project/ohzora/6035

